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１. 対象となるお客さま 

当社が別に定める基本料金プランによりガスの供給を受け、かつ、継続使用期間が

21カ月を超えたお客さまを対象といたします。 

 

２. 適用期間 

（１）割引料金の適用開始日は、原則として、基本料金プランのガス料金の適用開始日よ

り21カ月目の検針日の翌日からの料金といたします。 

（２）同一お客様番号・同一供給地点特定番号にての使用期間を対象といたします。 

(３) 以前にご利用いただいた解約済みのご利用期間は、本契約の適用期間には含まれな

いものといたします。 

 

３. ガス料金 

当社は別表の料金表を適用して、ガス小売供給約款の規定により算定した使用量に

もとづき、その料金算定期間のガス料金を算定いたします。 

 

４. その他 

    当社は社会情勢及びエネルギー事情により、事前の予告無く、サービスの変更また

はサービスを終了する場合があります。 
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付則 

 

1. 実施の期日 

この料金プランは令和５年７月１日から実施いたします。 
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（別表第１） 

ガス料金及び消費税等相当額の算定方法 

（１）従量料金は、基準単位料金または５の規定により調整単位料金を算定した場合は、

その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。 

（２）ガス料金は、基本料金と従量料金の合計額の１円未満の端数の金額を切り捨てたも 

  のといたします。 

（３）ガス料金に含まれる消費税等相当額は次の算式により算定いたします。 

ガス料金に含まれる消費税等相当額＝ガス料金×消費税率÷（１＋消費税率）（１

円未満の端数切り捨て） 

（４）調整単位料金の適用基準は次のとおりといたします。 

①料金算定期間の末日が１月１日から１月３１日に属する料金算定期間のガス料金の

算定にあたっては、前年８月から１０月までの平均原料価格にもとづき算定した調整

単位料金を適用いたします。 

②料金算定期間の末日が２月１日から２月２８日（うるう年は２月２９日）に属する

料金算定期間のガス料金の算定にあたっては、前年９月から１１月までの平均原料価

格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたします。 

③料金算定期間の末日が３月１日から３月３１日に属する料金算定期間のガス料金の

算定にあたっては、前年１０月から１２月までの平均原料価格にもとづき算定した調

整単位料金を適用いたします。 

④料金算定期間の末日が４月１日から４月３０日に属する料金算定期間のガス料金の

算定にあたっては、前年１１月から当年１月までの平均原料価格にもとづき算定した

調整単位料金を適用いたします。 

⑤料金算定期間の末日が５月１日から５月３１日に属する料金算定期間のガス料金の

算定にあたっては、前年１２月から当年２月までの平均原料価格にもとづき算定した

調整単位料金を適用いたします。 

⑥料金算定期間の末日が６月１日から６月３０日に属する料金算定期間のガス料金の

算定にあたっては、当年１月から３月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単

位料金を適用いたします。 

⑦料金算定期間の末日が７月１日から７月３１日に属する料金算定期間のガス料金の

算定にあたっては、当年２月から４月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単

位料金を適用いたします。 
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⑧料金算定期間の末日が８月１日から８月３１日に属する料金算定期間のガス料金の

算定にあたっては、当年３月から５月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単

位料金を適用いたします。 

⑨料金算定期間の末日が９月１日から９月３０日に属する料金算定期間のガス料金の

算定にあたっては、当年４月から６月までの平均原料価格にもとづき算定した調整単

位料金を適用いたします。 

⑩料金算定期間の末日が１０月１日から１０月３１日に属する料金算定期間のガス料

金の算定にあたっては、当年５月から７月までの平均原料価格にもとづき算定した調

整単位料金を適用いたします。 

⑪料金算定期間の末日が１１月１日から１１月３０日に属する料金算定期間のガス料

金の算定にあたっては、当年６月から８月までの平均原料価格にもとづき算定した調

整単位料金を適用いたします。 

⑫料金算定期間の末日が１２月１日から１２月３１日に属する料金算定期間のガス料

金の算定にあたっては、当年７月から９月までの平均原料価格にもとづき算定した調

整単位料金を適用いたします。 

 

（別表第２）適用する料金表 

（１）適用区分 

料金表Ａ 使用量が０立方メートルをこえ、20立方メートルまでの場合に適用いたし

ます。 

料金表Ｂ 使用量が 20立方メートルをこえ、80立方メートルまでの場合に適用いた

します。 

料金表Ｃ 使用量が 80立方メートルをこえ、200立方メートルまでの場合に適用いた

します。 

料金表Ｄ 使用量が 200立方メートルをこえ、500立方メートルまでの場合に適用い

たします。 

料金表Ｅ 使用量が 500立方メートルをこえ、800立方メートルまでの場合に適用い

たします。 

料金表Ｆ 使用量が 800立方メートルをこえる場合に適用いたします。 

 

（２）料金表 

①料金表Ａ（消費税等相当額を含みます。） 

a.基本料金 

１か月及びガスメーター１個につき ６３６．２３円 

b.基準単位料金 
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１立方メートルにつき １４０．９５円 

②  料金表Ｂ（消費税等相当額を含みます。） 

a.基本料金 

１か月及びガスメーター１個につき    ９２４．３２円 

b.基準単位料金 

１立方メートルにつき    １２６．５４円 

③ 料金表Ｃ（消費税等相当額を含みます。） 

a.基本料金 

１か月及びガスメーター１個につき    １,０９５．０４円 

b.基準単位料金 

１立方メートルにつき     １２４．４１円 

④ 料金表Ｄ（消費税等相当額を含みます。） 

a.基本料金 

１か月及びガスメーター１個につき     １,７３５．２４円 

b.基準単位料金 

１立方メートルにつき      １２１．２１円 

⑤ 料金表Ｅ（消費税等相当額を含みます。） 

a.基本料金 

１か月及びガスメーター１個につき      ６,００３．２４円 

b.基準単位料金 

１立方メートルにつき       １１２．６７円 

⑥ 料金表Ｆ（消費税等相当額を含みます。） 

a.基本料金 

１か月及びガスメーター１個につき    １１,９７８．４４円 

b.基準単位料金 

１立方メートルにつき       １０５．２０円 

 


